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◆ 救急車へタブレット型多機能情報端末を配備 

稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部（茨城） 

稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部では、昨年９月に茨城県がリニューアルした「救急医

療情報システム」から発信される医療機関応需情報を、現場救急隊が有効に活用できるよう、タ

ブレット型多機能情報端末(以下、タブレット)の整備を昨年度から進め、今般、全救急隊（１１

隊）への配備を完了するとともに、平成２４年４月２日（月）に全救急隊で運用を開始し、現場

にインターネット環境が構築されました。 

これにより、応需情報の確認をタブレットで行い、迅速・的確な医療機関の選定と並行して携

帯電話により医療機関への収容連絡が行え、現場滞在時間が短縮し関係者に配慮した救急活動が

可能となりました。 

今後は、内部にＩＴ委員会を立ち上げ、東日本大震災時に有効とされたＳｋｙｐｅ、Ｔｗｉｔ

ｔｅｒの活用等、豊富なアプリを利用した情報の共有化などを図っていく予定です。 

  
 

 

 

 

 

 

◆ 姫路市消防慰霊祭の挙行 

姫路市消防局（兵庫） 

姫路市は平成２４年４月１５日（日）、姫路市名古山霊苑内の消防慰霊碑前で姫路市消防慰霊祭

を実施しました。この慰霊祭はご遺族の皆様にお集まりいただき、２年に１度、姫路市における

消防団員・消防職員の「１９柱」の殉職者の皆様の功績をたたえ、敬意と感謝の気持ちを捧げ、

御霊の安らかなるご冥福をお祈りするために行っています。 

幸いにも姫路市での殉職者は４０年ほど発生していませんが、慰霊碑を前に式典を行っている

と、過去に起きた消火活動中の事故や水難救助中の事故等があり、その教訓により今の我々が殉

職事故もなく活動ができているのは、この「１９柱」の皆様の存在の上に活動しているのだと、

改めて身の引き締まる思いがしました。 

さらに今回は、姫路市消防音楽隊が東日本大震災で被災された方への応援歌「ｓｏｎｇ ｆｏｒ 

ｙｏｕ」を演奏し、慰霊祭に花を添えました。 

№２４１７ 

発行日 平成２４年５月１５日 

発行所 全国消防長会 

一般財団法人全国消防協会 

担 当 企画課 03（3234）1321 

消防本部の動き 

【タブレットで応需情報を取得する救急隊員】 【タブレット端末画面】 



 

 

 

◆ 消防本部の住所等の変更について 

 ○ ９４８１４ 豊後大野市消防本部（大分） 

    新住所  〒８７９－７１２５ 

大分県豊後大野市三重町内田 2827 番地１ 

    （平成２４年５月１日付け。電話番号・ＦＡＸ番号の変更はありせん。） 

 

◆ 消防本部の住所及びメールアドレスの変更について 

 ○ ８４３０３ 高幡消防組合消防本部（高知） 

新住所  〒７８５－００３１ 

          高知県須崎市山手町１番７号 

    新メールアドレス honbu05@koban119.jp 

     （平成２４年６月１日付け。なお、電話番号・ＦＡＸ番号の変更はありせん。） 

 

◆ ＦＡＸ番号の変更について 

○ ５２６０７ 砺波地域消防組合消防本部（富山） 

   新ＦＡＸ番号 ０７６３－３２－２２３０ 

 

◆ ホームページアドレスの変更について 

 ○ ２１１０５ 福島市消防本部(福島) 

新ホームページアドレス  

http://www.city.fukushima.fukushima.jp/site/shoubou/index.html 

 

 

 

 

◆ ホテル・旅館等に係る防火対策の更なる徹底について 

消防庁 

ホテル・旅館等に係る防火対策の更なる徹底について（平成２４年５月１４日付け消防予第１

８１号）が予防課長名にて、各都道府県消防防災主管部長及び東京消防庁・各指定都市消防長あ

てに通知されましたのでお知らせします。 

５月１３日早朝に発生した広島県福山市の宿泊施設の火災（別紙１(省略)参照）において死者

７人、負傷者３人の人的被害が発生しました。 

当庁においては、火災発生後直ちに職員を現地に派遣し、関係機関との協力の上、火災原因調

査を行っているところです。 

今後、調査結果を踏まえて対応を検討し、必要な措置を要請する予定でありますが、当面は類

似の火災の発生を防止するために、ホテル・旅館等の宿泊施設に対し、特に下記の事項に留意の

上、防火安全対策の更なる徹底を図られますようお願いします。 

各都道府県消防防災主管部長にあっては、貴都道府県内の市町村に対してその旨周知するよう

お願いします。 

国等の動き 

【消防慰霊祭の状況】 

mailto:honbu05@koban119.jp
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/site/shoubou/index.html


記 

１ 消防法令違反等の是正の徹底 

消防法令違反等の防火安全上の不備事項がある施設等に対しては、関係部局との連携を確認

するとともに、重点的に改善指導を図り、違反処理基準に基づき早急に所要の措置を講ずるこ

と。 

２ 夜間における応急体制の確保 

火災時において従業者による避難誘導、通報等が確実になされる体制の確保等の観点から、 

夜間を想定し施設の実情を踏まえた避難訓練の実施を図ること。 

３ 火災予防対策の推進 

下記事項を参考の上、出火防止、避難管理の徹底等の火災予防対策の推進を図ること。 

⑴ 喫煙等の火気管理の徹底を図ること。 

⑵ 暖房機器や厨房機器等の火気使用設備・器具の管理の徹底を図るとともに、過熱防止装置 

などの出火防止機能に優れた機器等の使用の推進を図ること。 

⑶ 階段、通路などの避難経路及び防火戸・防火区画の管理の徹底を図ること。 

⑷ 寝具・布張り家具（ソファー等）に防炎性能（これに相当する着火防止性能を含む。）を有 

する製品の使用の推進を図ること。 

※ 全文は、消防庁ホームページ（http://www.fdma.go.jp/bn/2012/）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 住民への災害情報伝達手段の多様化実証実験対象自治体の決定 

消防庁 

標記について、平成２４年５月９日に次のとおり報道発表されましたのでお知らせします。 

消防庁は、住民への災害情報伝達手段の多様化実証実験を実施するにあたり、自治体から提案

を募集したところ、６３の自治体からご提案を頂きました。それらの提案について、有識者等に

よる住民への災害情報伝達手段の多様化実証実験に係る対象自治体の選定委員会を開催し、書類

審査及びプレゼンテーション審査を行った結果、対象自治体が次のとおりとなりました。 

１ 事業の概要 

市町村防災行政無線（同報系）は、東日本大震災の際にも、市町村から住民への大津波警報

等の伝達に活用されました。しかし、地域によっては長期間の停電等により機能が失われたこ

とや庁舎が被害を受けて使用できなかったこと、津波等により屋外拡声子局が被害を受けたこ

と等によりその機能が十分に発揮できなかった例が報告されています。 

これらの教訓を踏まえ、より多くの住民へ災害情報の伝達を確実に行うには、非常電源の強

化や庁舎外からのリモコン起動といった耐災害性の向上や、音声のみならず様々な情報通信技

術を活用した情報伝達手段の多様化が必要であると考えられます。 

このため、市町村防災行政無線（同報系）を中心とした住民への災害情報伝達手段の多様化

の実証実験や推奨仕様書の策定を行うものです。 

２ 住民への災害情報伝達手段の多様化実証実験に係る対象自治体の選定委員会委員 

大高 利夫  藤沢市総務部参事兼ＩＴ推進課長 

小出 由美子 ＮＨＫ視聴者事業局サービス開発部長 

佐藤 祐一  南相馬市総務企画部情報政策課長 

中村 功    東洋大学社会学部教授 

中森 広道  日本大学文理学部社会学科教授 

吉井 博明  東京経済大学コミュニケーション学部教授 

３ 実証実験対象自治体 

岩手県大槌町、岩手県釜石市、宮城県気仙沼市、千葉県旭市、東京都江東区、東京都豊島区 

４ 実証実験採択提案書 

【問い合わせ先】予防課 

担 当：設備係   守谷、竹本 

   ：企画調整係 大嶋、齋藤 

   ：予防係   椎名、児玉 

電 話：０３－５２５３－７５２３ 

ＦＡＸ：０３－５２５３－７５３３ 

http://www.fdma.go.jp/bn/2012/


岩手県大槌町 

岩手県釜石市 

宮城県気仙沼市 

千葉県旭市 

東京都江東区 

東京都豊島区 

５ 実証実験の主なポイント（例） 

○ 緊急通報メール等の情報伝達手段と防災行政無線（同報系）との複数手段による情報伝達

の有効性の確認 

○ 防災行政無線（同報系）とその回線のバックアップとしての公衆無線網（無線ＬＡＮ）等

による情報伝達の有効性の確認 

○ マンション、繁華街、沿岸部等の地域特性による種々の情報伝達手法の有効性の確認 

※ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2405/240509_1houdou/01_houdoushiryou.pdf）

に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 
◆ 国民保護に係る国と地方公共団体の共同訓練の実施 

消防庁 

標記について、平成２４年５月１４日に次のとおり報道発表されましたのでお知らせします。 

 国民保護に係る国と地方公共団体の共同訓練について、平成２４年度は１１県で実施します。 

１ 訓練の目的 

毎年、国民保護法に基づき、国、地方公共団体、その他関係機関及び地域住民が一体となっ

た共同の実動訓練及び図上訓練を実施しています。 

これら訓練は、関係機関相互の連携強化及び機能確認を行うとともに、国民の保護のための

措置に対する国民の理解の促進を図ることを目的としています。 

２ 共同訓練の実施予定 

平成２４年度の共同訓練の実施予定は、以下のとおりです。 

⑴ 実動訓練（６県） 

山形県、富山県、三重県、滋賀県、宮崎県、鹿児島県 

⑵ 図上訓練（５県） 

福井県、岡山県、徳島県、愛媛県、沖縄県 

※）２４年度訓練の特徴 

・滋賀県において、鉄道爆破テロを想定し、実車両を用いた実動訓練を実施します。 

・愛媛県において、連続爆破テロを想定し、国との連絡調整等を主眼とした図上訓練を実施 

します。 

※）訓練の実施時期及び詳細については検討中です。 

○ 実動訓練について 

国・地方公共団体の対策本部の運営及び相互の連絡調整、住民の避難誘導、医療の提供等 

の救援措置など、国民の保護のための一連の措置について、現地において訓練を実施するも 

のです。 

○ 図上訓練について 

国・地方公共団体の対策本部の運営及び相互の連絡調整、警報の通知、避難の指示など、 

国民の保護のための措置に係る状況判断及び情報伝達要領について、図上において訓練を実 

施するものです。 

※ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2405/240514_1houdou/01_houdoushiryou.pdf）  

に掲載されています。 

【問い合わせ先】国民保護・防災部防災課防災情報室 

担 当：鳥枝課長補佐、矢部係長、的野事務官 

電 話：０３－５２５３－５１１１（代表） 

   ：０３－５２５３－７５２６（直通） 

ＦＡＸ：０３－５２５３－７５３６ 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2405/240509_1houdou/teiansyo_otsuchi.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2405/240509_1houdou/teiansyo_kamaishi.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2405/240509_1houdou/teiansyo_kesennuma.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2405/240509_1houdou/teiansyo_asahi.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2405/240509_1houdou/teiansyo_kotoku.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2405/240509_1houdou/teiansyo_toshimaku.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2405/240509_1houdou/01_houdoushiryou.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2405/240514_1houdou/01_houdoushiryou.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週間情報では、各本部の身近な情報を掲載していますので情報をお寄せ下さい。 

週間情報への投稿は企画課へ！ 

TEL 03-3234-1321 FAX 03-3234-1847  E-mail : weekly@fcaj.gr.jp 

【問い合わせ先】国民保護・防災部防災課国民保護運用室 

担 当：松田補佐、菊地係長 

電 話：０３－５２５３－７５５１（直通） 

ＦＡＸ：０３－５２５３－７５４３ 


